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はじめに
世界で1億2,000万人を超える人が故郷を追われるなか、RAFIQは、2024年度

も関西に暮らす難民への包括的な支援を継続した。

2025年8月末の会員数は123名となり、このうち約20名の会員が難民約50名の

個別支援を担当した。

RAFIQの支援は、難民一人ひとりの状況に応じた「伴走型支援」を基本とし、生活・

住居・言語・法的手続き・就労といった多層的な支援を組み合わせることで、安心して

暮らせる環境づくりを目指している。一方で、通訳・昼間に活動できるボランティアの

不足、制度の壁、情報の多言語化など、継続的な課題も存在している。

特に、本年5月の国による「不法滞在者ゼロプラン」発表以降、入国管理がより厳格

化し、救済を求める人が増えており、RAFIQでもその対応に追われている。

このような状況のなか、RAFIQでは他の難民支援団体や関西の様々な支援団体と

のネットワークを拡充・強化し、支援のための基盤を強化しつつある。多様な団体との

協働により、支援の輪を広げるとともに、政策提言の実効性を高めることにもなりうる

と考える。難民当事者と支援者の声を難民保護政策に反映させるため、支援団体の

ネットワークによる政策提言も行った。

より多くの人から難民への理解が得られるようにイベント等も多数開催した。

その結果、会員をはじめ多くの関係者から協力を得て、幅広く難民支援の活動を継

続することができた。

引き続き行政機関や他の支援団体との連携を深め、近隣住民の理解を得ながら難

民の自立に向けた支援に努める。



１．法的支援（難民への法的支援事業）

＜支援対象者の状況＞

対象者 15か国54名（うち新規の対象者13名）

主な出身国 スーダン、イエメン、ビルマ(ミャンマー)、コンゴ民主共和国、エジプト

・難民認定 2名 チュニジア、アフガニスタン各1名

・難民申請不認定後の補完的保護認定者 スーダン3件（6名）

・難民申請不認定後の本国情勢を踏まえた緊急避難措置 スーダン2名

・訴訟中 個人情報不開示取消請求訴訟 2件

・訴訟終了 難民不認定取消訴訟 勝訴後難民認定 1件

＜活動状況＞

・2025年8月末までの1年間で、電話・メール・訪問による相談件数は合計89件となった。

うち大阪出入国在留管理局および関西国際空港からの紹介は9件で、2025年6月以降、

相談件数が急増する傾向が見られた。これは、2024年6月の入管法改正および2025年

5月の「不法滞在者ゼロプラン」発表の影響によるものと考えられる。

・ 特筆すべきは、関西空港で庇護希望を申し出たにもかかわらず入国できず、大阪入管に

移送されたケースが3件あり、空港での初期対応が問題として浮き彫りになっている。

・法的支援対象者のほぼ全員が弁護士の受任に至り、RAFIQの支援チームとしての機能が

確立されつつある。

・難民認定、補完的保護、緊急避難措置など多様な法的手段により、定住者資格の取得は10

名となった。これにより、安定した生活基盤の構築が可能となったことは大きな成果である。

・また、大阪高裁において難民不認定取消訴訟で勝訴した後に難民認定された事例では、一

般市民による裁判傍聴など、社会的な連携を伴う支援が実現した。

・さらに、裁判で勝訴した人を含む仮放免者3名が在留資格を取得したため、仮放免の保証

人としての支援は終了した。

・裁判対応では、入管で作成された供述調書の情報不開示取消訴訟も2件開始し、行政の透

明性確保に向けた取り組みが進行中である。

【実施場所】 当事務所、弁護士事務所、大阪出入国在留管理局

【実施日時】 随時

【事業の対象者】 相談のあった外国人、難民認定申請者・補完的保護認定申請者など

【収 益】 401,749 円

【費 用】 552,134 円 （旅費交通費 、業務委託費（通訳・翻訳）など)



２．生活支援（難民への生活支援事業）

＜支援内容と対象者数＞

・生活費支援（アジア福祉教育財団難民事業本部（RHQ）保護費申請、生活保護申請を含

む）23名 ・住居支援（シェルター提供、転居支援等）31名 ・医療支援 11名 ・支援品毎月

配達 22名 ・ 就労支援 11名 ・学習支援 16名 ・行政等の手続き支援 12 名

＜活動状況＞

・ 生活支援としては、案件ごとに会員が担当チームを組み、難民の相談相手となり、住居確

保、就労支援、医療支援、学習支援など多岐にわたるきめ細かい支援をすることができた。

・ 相談に来る人のほとんどが生活苦を訴えている。難民と判断される人で特に困窮している

人については、生活費確保のために、アジア福祉教育財団難民事業本部（RHQ）の保護費

申請の支援を行っている。保護費支給の基準は厳しく、頼れる知人がいる場合や就労可能

な在留資格がある場合には、仕事がなくても支給はされないため、当面の支援が必要な場

合には米等の食料や日用品を提供している。

・ 住民登録のできる在留資格を得た母子家庭などには、状況に応じ生活保護申請のサポー

トも行っている。

・RAFIQには、住居のない難民が6か月まで滞在できるシェルターが2か所あり、2024

年度には13名が利用した。また、12名の転居を支援し、必要な家具や電化製品は寄付で調

達した。

・ 就労資格のある11名に対しては就労支援を行い、ほとんどの就労希望者は就職すること

ができた。

・ 学習支援として、夜間中学や日本語教室、日本語学校への入学を支援した。

・ RAFIQでは、医療アクセスに困難を抱える難民に対し、診療科目を問わず幅広い支援を

行った。言語・制度・経済的な壁を乗り越え、安心して医療を受けられるよう、医療機関との

橋渡しや同行支援を継続している。

・3家族の妊娠・出産を支援した。難民が暮らす地域で他のボランティア団体と連携しながら、

難民家族の命と健康を守り、生活の基盤づくりへとつながる支援を継続している。

【実施場所】 当事務所、2か所のシェルターなど

【実施日時】 随時

【事業の対象者】 庇護希望者、難民認定申請者・補完的保護認定申請者など

【収 益】 299,000 円

【費 用】 2,918,581 円（生活支援費、水道光熱費、旅費交通費など）



３．市民啓発（難民問題についての理解を促進する事業）

＜活動実績＞

主催・共催イベント

世界難民の日関西集会2025、難民カフェスペシャル 映画×難民の出身国料理×トーク、ア

ラビア語を知ろう、会員向け学習会

外部イベント参加

ワン・ワールド・フェスティバル2025、おおさか人権フェスタ、高槻ジャズストリート、食の文

化祭～高槻ジャズとグルメフェア～、大阪マラソン

講師派遣 各種団体4件、学校関係 6 件

定例企画

難民初級講座「難民についてもっと知りたい」&ボランティア説明会（毎月第2土曜）、

難民カフェ（交流会、毎月第３火曜）

WEBでの情報発信

メールマガジン「ＲＡＦＩＱ Ｍａｇａｚｉｎｅ」 毎月配信、Ｘ・Facebook 随時発信、

ホームページ随時更新

報道

共同通信、時事通信等（大阪高裁で難民不認定取消訴訟に勝訴）

朝日新聞、東京新聞（難民申請の未成年収容）

寄稿・取材協力 2件

資料室 まちライブラリーを運営

＜主な取り組み＞

・イベント、講演、定例企画、報道協力など多角的に啓発活動に取り組み、より多くの市民に

難民の現状を伝え、共感と理解の輪を広げることができた。

・6月20日の世界難民の日に合わせた企画として、「世界難民の日関西集会2025」では入

管収容のあり方を考え、「難民カフェスペシャル」ではスーダン難民の映画と難民当事者、元

UNHCR職員の話から難民について考える機会とした。

・「ワン・ワールド・フェスティバル」「おおさか人権フェスタ」等にブース出展し、広く市民と接

点を持った。大阪マラソンでは寄付先団体に選ばれ、チャリティランナー4名が参加するなど、

支援の輪が広がった。

・大学や高校、各種団体など多様な場で講演を行い、特に若者を中心とした啓発に力を入れ、

国際的な視点から難民問題を考える機会を提供できた。

・「難民初級難民講座」と「難民カフェ」は毎月開催し、対話を通じて参加者の理解を深めるこ

とができた。

・報道機関からの取材対応や寄稿も複数行い、難民の裁判や入管収容問題など社会的関心



の高いテーマに関して、現場の声を届ける役割を果たした。

・国内外の研究者への協力や資料室「まちライブラリー」の運営も継続し、学術的・市

民的な学びの場としての役割も担った。

【実施場所】 当事務所ほか

【実施日時】 随時

【事業の対象者】 市民

【収 益】 330,420 円

【費 用】 187,365 円 (出展料、旅費交通費など)

４．政策提言（難民に関する調査・研究及び政策提言事業）

＜主な取り組み＞

・難民支援団体のネットワークである難民フォーラム（FRJ）の一員として、法務省や外務

省、弁護士との協議に参加し、難民認定制度の透明性確保と人権保障の向上を目指

した提言を行った。

・他の外国人支援団体や人権保護団体等との連携を強化し、制度改善に向けた調査

や情報発信、啓発活動を共同で行うことができた。

・出入国在留管理局の収容実態を把握するため、大阪出入国在留管理局と大村入

国監理センターの参観に参加した。また、大阪入管で面会活動を行っている団体とも

連携するなど、被収容者の人権状況に関する情報を収集し、今後の提言に資する基

礎資料とした。

・難民に関係する人権状況を可視化する取り組みとして、以下の意見表明や声明へ

の賛同を行った。

NGO による共同声明「停戦を、今すぐに。」（パレスチナ・ガザ）に賛同（2024 年 10

月）、入管庁「不法滞在者ゼロプラン」再考を求める意見を難民支援協会・名古屋難

民支援室と共に表明（2025 年 6 月）、未成年者の入管収容ついての抗議声明を発

表（2025年 7 月）

・アムネスティ・インターナショナル日本関西連絡会や関西NGO協議会等とも連携し、

地域に根ざした難民支援、多様な視点からの提言・啓発活動へとつなげることができ

た。

【実施場所】 当事務所、協力団体の事務所等、オンライン

【実施日時】 随時

【事業の対象者】 関係団体、協力者

【収 益】 39,830 円

【費 用】 71,460 円（旅費交通費、諸会費など）












